
 庁議付議事案書  

                             開催・令和 ７年７月２３日 

 所管部課 行政管理部契約検査課  部長 矢吹 勇一  

件 名 
東大和市検査事務規程の一部を改正する訓令について 
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１．要 旨 

（１）主な改正点 
①検査員の検査を要しない契約の基準額について、契約事務規則の改正に合わせて引き上げ

る。（第２９条） 

契約の種類 改正前 改正後 

１ 物件の買い入れ １００万円未満 １５０万円以下 

２ 委託 １００万円未満 １００万円以下 

３ 工事請負 １００万円未満 ２００万円以下 

４ 施設の修理 １００万円未満 ２００万円以下 

 
②検査員の検査を要しない委託契約について、実情に合わせ電算機に使用するソフトウェアの

作成等を追加する。（第２９条第１項第５号サ） 
 

（２）施行日  

  令和７年８月１日から施行する。 

２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

本規程改正については、総務課において審査済み。 

３．留意事項（問題点等） 

   

４．主管部処理案（検討結果等） 

 庁議終了後、速やかに改正事務を進めたい。  

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


